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令和８年度            学校自己評価表（計画）          【午前部】 

学 校 運 営 計 画 

学 校 運 営 方 針 

・個に応じた柔軟な学びを実現することで、社会参加に必要な力を培い、地域を支える人材を

育成する。 

・全職員が、スクール・ミッション及びスクール・ポリシーの実現に向け、組織的に職務を遂

行する。 

三つの方針(スクール・ポリシー) 

育成を目指す資質・能力
に関する方針 
(グラデュエーション・ポリシー) 

①地域社会を支える人材として活躍するために必要な学力を育成します。 

②他者と支え合いながら、自立して生きていく力を育成します。 

③社会参加に必要となるコミュニケーション能力を育成します。 

教育課程の編成及び実施
に関する方針 
(カリキュラム・ポリシー) 

①単位制高等学校の特長を生かし、個々の生徒に合った多様な学びを実現します。 

②総合的な探究の時間やホームルーム活動等をとおして、地域と連携しながら、自分自身の将

来の姿について考える機会を提供します。 

③学校行事や体験的活動等、他者と関わる場面を多く設定し、生徒が自らの成長を実感できる

教育活動を展開します。 

入学者の受入れに関する
方針 
(アドミッション・ポリシー) 

①将来の夢や目標をもち、その実現に向けて主体的に取り組むことができる生徒 

②自分のペースで、あせらず、あきらめずに学び続けることができる生徒 

③多様な個性をもつ他者を尊重し、周囲に配慮することができる、思いやりのある生徒 

昨年度の成果と課題 ８年度の重点目標 具体的目標 
１ 成果  

 生徒一人ひとりに対して、

担任を中心に各分掌・SC・

SSW・特別支援 Co.・ジョブ

Co.・日本語指導員等が連携

して、組織的な取り組みを

進めた。（R6→R7） 

①中途退学者数 13 人→11 人 

 転出者数     12 人→6 人 

②進路 

・大学・短大 12.0%→12.8% 

・専門学校  32.5%→43.6% 

・就職     45.8%→31.9% 

・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等   9.6%→11.7% 

③生徒指導件数  9 件→10 件 

いじめ認知件数 24 件→18 件 

２ 課題 

①中途退学率の減少に向け、

引き続き保護者と連携し対

応していく。 

②多様な生徒に対する丁寧か

つ組織的な指導体制を確立

する。 

③教育相談や通級による指導

等、特別支援教育の指導体

制を確立し、不登校・いじ

め等の問題について学校全

体で組織的に取り組む。 

④キャリア教育等の実践力を

高め、卒業生全員の進路実

現を目指す。 

⑤職員について、適切な勤務

時間の管理を行う。     

 

 

学

習

指

導 

１ 単位制を有効に機能させ、生徒

の自己管理能力を高めるとともに、

自ら学ぶ意欲を持たせる。 

単位の履修率及び修得率の向上。 

 

 

２ 特別支援教育のより一層の充実

を図る。 

研修、互見授業の実施。 

全ての職員がＵＤＬを実践する。 

特別支援コーディネーターを核とした生徒を支える

システムの構築。 

３ ＩＣＴを活用した授業の実践 全ての職員がＩＣＴを活用した授業に取り組む。 

 

 

 

生

徒

指

導 

 

 

４ 規範意識、公共心を涵養し、全

ての生徒が安全、安心に学校生活を

送れるようにする。 

具体的な指導項目を機会ある毎に生徒に示し、全職

員でその指導に当たる。 

５ 教育相談を中心に据えた生徒指

導体制を充実することにより、生徒

の基本的生活習慣を確立する。 

家庭や外部機関と連携し、中途退学者の減少、休学

者・長期欠席者の復学率・登校率を高める。 

６ 不登校の生徒及び保護者に対す

る支援を拡充し、中途退学者の減少

を図る。 

長期欠席者等の実態を把握し、ＳＣやＳＳＷを活用

して具体的な支援の在り方を検討する。 

進

路

指

導 

７ 進路学習に早期から取り組むこ

とにより、生徒の進路意識の高揚を

図り、適切な職業観を醸成し、進路

希望を実現する。 

希望する就職及び進学の実現を図る（就職達成率及

び進学達成率ともに100％を目指す）。 

 

働

き

方

改

革 

８ 「県立学校における教員の勤務

時間の上限に関する方針」を踏まえ

た時間外勤務時間の削減を行う。 

「時間外勤務時間を１ヶ月45時間以内にすること」

を目標とすると共に、1ヶ月60時間を越える教諭を

ゼロにする。 

 

 

 

 

重点目標 具体的目標 具体的方策 評価 
１生徒の

自己管

理能力

単位履修率、修

得率の向上を図

る。 

年３回、合計21日間の面談週間を行い、単位修得のためのサポートと、学習に

対する意識向上を促す。(教務） 

  

 

年間３回の成績査定を実施し、通知表を本人及び保護者に通知する。計画通り  

学番 ３６ 県立長岡明徳高等学校 

別紙１ 



の向上

と自ら

学ぶ意

欲の高

揚 

 

２特別支

援教育

のより

一層の

充実 

 

３ＩＣＴ

を活用

した授

業の実

践 

に「履修、修得し、卒業条件を満たす」ことを目標に、出席率の向上を図る。

（教務） 

ＨＲでの指導・個人面談を通して、授業への出席・教室移動などの基本的な学

習姿勢を早期に身に付けさせる。（1 年次） 
 

授業の重要性について継続的な指導を行うとともに学習状況の把握と情報共有
をする。（２年次） 

 

履修・修得状況を十分把握し、家庭との連絡を密にしながら計画通りの単位修

得を実現する(３,４年次) 

 

研修、互見授業

を実施する。 

全ての職員がＵ

ＤＬを実践する。 

オープンスクールなどを利用し、授業の広範な公開を行うことにより、充実し

た授業研修を行う。（教務） 

 

 生徒による授業評価を実施し、授業の改善について研究する。（教務）  

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの観点から授業の技術の向上を目指し、生徒や授業に関わる人

全てが肯定的な感覚を持てるよう情報共有を行う。（特別支援） 

 

 全職員がＩＣＴ

を活用した授業に

取り組む。 

ＩＣＴ活用を進める校内研修を実施する。(教務) 

 

 

 

４安全・

安心な

学校づ

くり 

 

５教育相

談を中

心に据

えた生

徒指導

体制の

充実 

 

６不登校

の生徒

及び保

護者に

対する

支援の

拡充 

指導項目に対し

て全職員で指導に

当たる。 

校内巡視による学習環境の安定。（生徒指導）  

 

 

問題行動の早期発見と管理職へのすみやかな報告（相談・発見しやすい環境づ

くりと情報の停滞を防ぐ）。（生徒指導） 

 

交通安全を目的とした校外巡視。（生徒指導）  

集会、ＨＲ、個別での学校生活のマナーに関する継続した指導。（生徒指導）  
家庭や外部機関

と連携し、中途退

学者の減少、休学

者・長期欠席者の

復学率・登校率を

高める。 

 

 

担任・SC・相談員・SSWや校内各組織と生徒の情報を共有しながら、効果的な

支援策を検討・実施する。（特別支援） 

 

 

総合的な探究の時間の人間関係学習などを通して、生徒の自己理解や他者理解

を促すとともに、生徒の相談できる力を高め、いじめや問題行動の予防を目指

す。（特別支援） 

 

中学校や保護者から適切に情報を引き継ぎ、より効果的な支援を行う。（特別

支援） 

 

生徒の適切な相談室・自習室利用を検討する。（特別支援）  

長期欠席者等の

実態を把握し、具

体的な支援の在り

方について検討を

行う。 

保護者との連携を密にして、生徒の状況把握に努め、的確な支援を出来るよう

にする。（１年次） 

 

 
休学者・長欠者を減少させるべく、各家庭や外部支援機関との連絡・連携を密

にとる。（２年次） 

 

休学者・長欠者に対しては、家庭・外部機関との連携により、生徒の事情に応

じた支援を行う。（３,４年次） 

 

７生徒の

進路意

識の高

揚を図

り、進

路希望

を実現

する。 

希望する就職

及び進学の実現

を図る（就職達

成率及び進学達

成率ともに100

％を目指す）。 

「総合探究」としての進路学習（進路ガイダンス、進路バス見学、講演会、年

次で行う進路学習等）により、早期から具体的な進路意識の育成を図る。（進

路指導部） 

 

 

進路行事・個別支援等により、卒業年次における進路未定者を減らす。（進路

指導部） 

 

外部支援機関（ハローワーク等）との連携により、卒業年次について、進路希

望の実現を図る。（進路指導部） 

 

科目選択・個別面談等の活動を通して、自己の適性の理解と進路意識の啓発に

努める。（1年次） 

 

ＬＨＲや面談を通じ、自己理解を図るとともに、進路実現に向けた情報提供、

収集をする場を設ける。（２年次） 

 

進路指導部と十分に連携し、進路希望実現のために有効な指導を行う。（３,

４年次） 

 

８時間外

勤務時

間の削

減を行

う。 

 全職員の「時間

外勤務時間１ヶ月

45時間以内」を実

現する。 

複数の職員、分掌で業務を分担、協働して、仕事能率の向上を図る。  

 
行事、会議の開催方法を見直し、仕事量の平均化を図る。  

成果 
 

 
 
 

 
 
 

総合評価 

 
 

 


